
2．新たな時代に対応する学びの支援の充実

（１）学び直し成果の適切な評価
①学修歴や必要とされる能力・学びの可視化等
・個人の学修歴・職歴等に係るデジタル基盤整備
・マイナポータルと連携したジョブ・カードの電子化 等
②企業における学び直しの評価
・企業内での計画的な人材育成、スキル・学習成果重視の評価体系の導入
・通年・中途採用等の推進、社内起業・出向起業の支援等の取組の実践の促進
・従業員が大学講座等で学び直し、好成績を修めた場合における報酬や昇進等で処遇する企業
への新たな支援策の創設 等

③学び直し成果を活用したキャリアアップの促進
・キャリアコンサルティング・コーチングの実施、キャリアアップに向けた学び直しプランの策定と
プログラムの実施、その後の伴走支援を一気通貫で行う仕組みの創設 等

（２）学ぶ意欲がある人への支援の充実や環境整備
①費用、時間等の問題を解決するための支援
・教育訓練給付制度の対象外である者（自営業者等）に対する支援の実施
・人材開発支援助成金制度におけるIT技術の知識・技能を習得させる訓練を高率助成に
位置付けることなどによるデジタル人材育成の推進 等
②高卒程度認定資格取得のための学び直しの支援
③高齢世代の学び直しの促進

３．学び直し（リカレント教育）を促進するための環境整備

（１）学部段階の給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大
・修学支援新制度の機関要件の厳格化を図りつつ、現在対象外の中間所得層について、
多子世帯や理工系・農学系の学部で学ぶ学生等への支援に関し必要な改善の実施

（２）ライフイベントに応じた柔軟な返還（出世払い）の仕組みの創設
・現行の貸与型奨学金について、無利子・有利子に関わらず、現在返還中の者も含めて利用できるよう、
ライフイベント等も踏まえ、 返還者の判断で柔軟に返還できる仕組みを創設
・在学中は授業料を徴収せず、卒業（修了）後の所得に応じた返還・納付を可能とする新たな制度を、
大学院段階において導入
→ これらにより大学・大学院・高専等で学ぶ者がいずれも卒業後の所得に応じて柔軟に返還できる
出世払いの仕組みを創設

（３）官民共同修学支援プログラムの創設【再掲】

（３）女性の学び直しの支援
①女性の学び直しを促進するための環境整備
・地方公共団体におけるデジタルスキルの取得とスキルを生かした就労を支援するための地域の
実情に応じた取組に対する地域女性活躍推進交付金による支援 等

②女性の学び直しのためのプログラムの充実
・地域の大学・高専等における女性向けを含むデジタルリテラシー向上や管理職へのキャリアアップ等
のために実施する実践的なプログラム等への支援 等

（４）企業・教育機関・地方公共団体等の連携による体制整備
①リカレント教育について産学官で対話、連携を促進するための場の設置
・都道府県単位で産学官関係者が協議する場の整備
・地域の人材ニーズに対応した教育訓練コースの設定、教育訓練の効果検証等の推進
・地域の産学官が連携して人材マッチング・育成等を総合的に行う「地域の人事部」の構築
②企業におけるリカレント教育による人材育成の強化
・企業と大学等の共同講座設置支援
・企業におけるリカレント教育推進に向けたガイドラインの策定 等
③大学等におけるリカレント教育の強化
・大学における継続的なリカレント教育の実施強化を行うためのガイドラインの策定
・リカレント教育推進に向けた組織の整備等、産業界を巻き込んだ仕組みづくりの支援 等
④地域におけるデジタル・グリーン分野等の人材育成
・DX等成長分野のリテラシーレベルの能力取得・リスキリングを実施するプログラムへの支援
・脱炭素化に向けた高等教育機関が地域と課題解決に取り組む中での人材育成の支援
・農業大学校等におけるスマート農林水産業のカリキュラム充実、デジタル人材育成
・IT、マーケティング、地域振興の知見・スキルを有する観光人材の育成推進 等

（４）博士課程学生に対する支援の充実
・トップ層の若手研究者の個人支援や所属大学を通じた機関支援等の充実

（５）地方公共団体や企業による奨学金の返還支援
・若者が抱える奨学金の返還を地方公共団体が支援する取組の推進
・企業による代理返還制度の活用を推進するための仕組みの検討

(日本学生支援機構以外の奨学金や、海外の奨学金も含む）

（６）入学料等の入学前の負担軽減
・入学料の納付が困難な学生等について、納入時期を入学後に猶予する等の弾力的な
取扱いの徹底

（７）早期からの幅広い情報提供
・奨学金に関する初等中等教育段階からの情報提供の促進
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経済財政運営と改革の基本方針 2022 主な関係部分
第２章 新しい資本主義に向けた改革

１．新しい資本主義に向けた重点投資分野
（人的資本投資）
あわせて、社会全体で学び直し（リカレント教育）を促進するための環境を整備する。学び直しによる成果の可視化と適切な
評価、学び直し成果を活用したキャリアアップや兼業・副業の促進、学ぶ意欲がある人への支援の充実や環境整備、成長分野
のニーズに応じたプログラムの開発支援や学び直しの産学官の対話、企業におけるリカレント教育による人材育成の強化等の取
組を進める。
（質の高い教育の実現）
人への投資を通じた「成長と分配の好循環」を教育・人材育成においても実現し、「新しい資本主義」の実現に資するため、デ
ジタル化に対応したイノベーション人材の育成等、大学、高等専門学校、専門学校等の社会の変化への対応を加速する。この
ため、教育未来創造会議の第一次提言等に基づき、以下の課題について、必要な取組を速やかに進める。
新たな時代に対応する学びの支援の充実を図る。このため、恒久的な財源も念頭に置きつつ、給付型奨学金と授業料減免
を、必要性の高い多子世帯や理工農系の学生等の中間層へ拡大する。また、減額返還制度を見直すほか、在学中は授業料
を徴収せず卒業後の所得に応じて納付を可能とする新たな制度を、教育費を親・子供本人・国がどのように負担すべきかという
論点や本制度の国民的な理解・受け入れ可能性を十分に考慮した上で、授業料無償化の対象となっていない学生について、
安定的な財源を確保しつつ本格導入することに向け検討することとし、まずは大学院段階において導入することにより、ライフイベ
ントも踏まえた柔軟な返還・納付（出世払い）の仕組みの創設を行う。官民共同修学支援 プログラムの創設、地方自治体や
企業による奨学金返還支援の促進等、若者を始め誰もが、家庭の経済事情にかかわらず学ぶことができる環境の整備を進める。
未来を支える人材を育む大学等の機能強化を図る。このため、デジタル・グリーンなど 成長分野への大学等の再編促進と産
学官連携強化等に向け、複数年度にわたり予見可能性をもって再編に取り組める支援の検討や、私学助成のメリハリ付けの活
用を始め、必要な仕組みの構築等を進めていく。その際、現在35％にとどまっている自然科学（理系）分野の学問を専攻する
学生の割合についてＯＥＣＤ諸国で最も高い水準である５割程度を目指すなど具体的な目標を設定し、今後５～10年程
度の期間に集中的に意欲ある大学の主体性をいかした取組を推進する。また、あらゆる分野の知見を総合的に活用し社会課
題への的確な対応を図る｢総合知｣の創出・活用を目指し、専門性を大事にしつつも、文理横断的な大学入学者選抜や学び
への転換を進め、文系・理系の枠を超えた人材育成を加速する。若手研究者と企業との共同研究を通じた人材育成等により
大学院教育を強化する。 15



（２）科学技術・イノベーションへの投資
イノベーション創出の拠点である大学の抜本強化を図る。世界と伍する研究大学の実現に向け、競争的な環境の下で大学
ファンドから支援を受ける国際卓越研究大学の持続的なイノベーション創出と自律化に資するよう、専門人材の経営参画等のガ
バナンス体制を確立するとともに、必要な規制改革等の対応を早期に実行していく。地域の中核大学等が、特色ある強みを発
揮し、地域の経済社会の発展等への貢献を通じて切磋琢磨できるよう、産学官連携など戦略的経営の抜本強化を図る。
イノベーションの担い手である若い人材に対する支援を強力に推進する。博士課程学生の処遇向上を始め、未来ある研究者
の卵たちにキャリアパス全体として魅力的な展望を与え、研究に専念できる支援策を深化させる。寄附に基づく「トビタテ！留学
ＪＡＰＡＮ」の発展的推進を含め、若者の世界での活躍を支援し、コロナ禍で停滞した国際頭脳循環の活性化に取り組む。

第４章 中長期の経済財政運営
５． 経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進
教育・研究・ガバナンスの一体的改革を推進し、国立大学法人運営費交付金について、客観・共通指標による成果に基
づく配分の検証・見直しを不断に進めながら、私学助成等を含めた大学への財政支援の配分のメリハリを強化し、若手研究
者の増加等につなげる。学校法人について、沿革や多様性に配慮しつつ、社会の要請に応え得る、実効性あるガバナンス改
革の法案を、秋以降速やかに国会に提出する。国際性向上や人材の円滑な移動の促進、大型研究施設の官民共同の仕
組み等による戦略的な整備・活用の推進、情報インフラの活用を含む研究ＤＸの推進、各種研究開発事業における国際
共同研究の推進等により、研究の質及び生産性の向上を目指す。
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高等教育を軸としたグローバル政策の方向性
～コロナ禍で激減した学生交流の回復に向けて～

目標
 ５年後（2027年）を目途に激減した外国人留学生・日本人学生の留学を少なくともコロナ禍前の水準に回復
 重点分野・重点地域の再設定に基づき、大学・高等専門学校・専門学校をはじめ、世界中の優秀な外国人留
学生を呼び込み、企業・地域等への定着を促進

 グローバル社会で我が国の未来を担う人材の育成に向け、企業、地方自治体等の参画と、段階に応じた海外
留学支援を推進

 オンラインを効果的に活用し、新たな形式での国際的な教育・交流活動の拡大や大学間連携を推進
等

現状

政策の方向性（３つの柱）
①戦略的な外国人留学生の確保【インバウンド】
重点分野・重点地域の再設定、外国人留学生の就職・起業支援の強化 等

②産学官あげてのグローバル人材育成【アウトバウンド】
「トビタテ！留学JAPAN」の発展的推進、段階に応じた留学支援施策の最適パッケージ化 等

③大学等の真のグローバル化を進める基盤・ルールの整備【基盤構築】
大学の更なる国際化の促進、国際的なオンライン教育プラットフォーム（JV-Campus）の展開 等

令和４年７月２６日

新型コロナウイルス感染症により、国際的な学生交流に大きな影響

文科省提出資料
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留学生関係の主要な施策

産学官あげてのグローバル人材育成

戦略的な外国人留学生の確保

大学等の海外留学支援制度 86.3 億円（70億円）
奨学金等支給による経済的負担の軽減（学位取得型（大学院・学部） 600人、協定派遣型 17,000人、協定受入型 5,500人）。

トビタテ！留学JAPAN
・新・日本代表プログラム 新たな価値の創出や社会課題の解決など「自ら社会に変革を起こしていくグローバルリーダー」の
育成を目的として、1,000人以上（2023年度～2027年度）を採用予定

・留学プラットフォーム事業 産業界、自治体等による留学支援の取組を可視化し、情報を発信 等

外国人留学生奨学金制度 225.2億円（224.4億円）
諸外国との国際交流や友好親善促進等、または留学生の学習効果の向上といった観点で、奨学金等を支給。
・国費外国人留学生制度 （11,344人）
・留学生受入れ促進プログラム（学習奨励費） （7,746人） 等

留学生就職促進プログラム 1.6億円（0.7億円）
大学が地域の自治体や産業界と連携し、就職に必要なスキルを一体として学ぶ環境を創設する取組を支援。急激
に落ち込んだ外国人留学生の国内就職率を立て直すため、５拠点程度を新規採択。
等

大学等の真のグローバル化を進める基盤・ルールの整備
スーパーグローバル大学創成支援事業 30 億円（30億円）
我が国の高等教育の国際競争力の向上とグローバル人材の育成を図るため、国際化を徹底して進める大学を支援。
・スーパーグローバル大学創成支援 37件（トップ型13件/グローバル化牽引型24件）（平成26年度-令和5年度）

大学の世界展開力強化事業 18 億円（11億円）
大学教育のグローバル展開力の強化を図るため、我が国にとって戦略的に重要な国・地域との間で、質保証を伴った学生交流等を推進する 国際教育
連携やネットワーク形成の取組を支援。
・米国等との大学間交流形成支援（新規）（令和5年度-令和9年度：24件程度）・インド太平洋地域等との大学間交流形成支援（令和4年度-令和8年度：14件）
・アジア高等教育共同体（仮称）形成促進（令和3年度-令和7年度：21件）・アフリカ諸国との大学間交流形成支援<交流推進型/プラットフォーム型>（令和2年度-令和6年度：8件）
・日－ＥＵ戦略的高等教育連携支援<交流推進型/プラットフォーム型> （平成31/令和元年度-令和5年度：3件）

※金額は令和5年度概算要求額
（カッコ内は今年度予算額）

文科省提出資料
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